
建技様式第3号別紙5(第 1面 )(R56) 枚 中 枚 )

人材B日発支提助成金 (建設労働者技能実習ヨース)賃金向上助成・資格等手当助成 確認ンート
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対象労働者

・氏名 (フジガナ)

・雇用保険技保険者番号

ｒ
ｉ
！
‥
ヽ

申請事業所名
(雇用保険適用事業所番号)

1

支給決定番号

※ ホームページから― ダウンロードする曲k必ず、全ての面を両面印刷して使用してくだれ 、



建技様式第3号別紙5(第2面 )

◎各要件の定義等

賃金が %以上増加 て るヽ とについ は 、 に 、

る。ただし、次のいずれかに該当する場合には、賃金を増額させているものとして認められません。
・賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合
・合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合

鑑期魏与:量鐸盤 §B講ぞ陸蒔卜子舒痙鞠詳:議≧雪瑯翰麟希欝ふ葺寄雰鞠g籐整ぞ鰺
・合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払つている場合

①
蕗高芝醤嚢酪永畠係が認められ、労働者の1睡 人的事情とlま B目係なく支給される手当 (役職手当、資格子当、資祐ではないが労働者奸 定の能力に対する手当9。

|1旨

!三]息与3ミ:肯ζ:ξζζ争ぞζg:::三尋阜奪ξ患字尋:こ写Зξ3と急8三掌J拿:晶三まξ雲写三まi:冒三≧gtt3三:iS与::ここ孝gF亮蓄烹各かが変動するような手当と認められる場合は
a 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律文給する家族手当

b 通動に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当
c 住宅の形態 (賃貸・持家)ご とに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当

職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支仏われる手当

し て と 賃金改定後 3 か 月 間の賃金総額と 3か月関 して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断するものとす

決まつて支払われる賃金

【記入上の注意】

■  ■相には、支給申請書 (建技様式第3号)に記入した支給決定番号を記入してください。

2 本様式は、賃金要件及び資格等手当要件は、算定対象となる建設労働者全員を対象としているため、事件を消たす者のみを記入するのではなく、競 労働者全Hを記入してください^

3  5相には、支給申請書 (建技様式第 3号)の③欄「実施日数。期間」の最終日の日付を記入してください。

4  igttζ

三雪甘阜:三:三目鰯 息§拿どこぞZζζ三ぢ自ag資]:::を言:二ぞ拿|を姦霞i‖髯憂1電迄毒壱追琴彊弓哲秀妻叢露菱箋露蓋葬ぎ言芽各言争妻3霰を私f音でをャでもS%未鴻となっている場合をま、笹擦今は対象と雅
りません。

5  ig:警

三ョ言阜:]:と::き
gttB息

3ξ:]:を:三:きζB宮真急:i巳ま、:言をil魯岳全と毒皇弄卓rkF馨療垣遷鷺褒を重書喜著蓬重々逐重ミξ身壱驀驀奮言き壱:'進毒彗与〔ヌ、す象労触をのうち1名でも3%表消となって
いる場合患、ま囀分はヽ象となり菜せん。

6続及び7欄の②と⑥の各賃金総額について、対象労働者の賃金が時給や日給、出来高林い等でその月ごとに賃金が変動する場合であつて、対象労働者の都合等により労働日数が著しく少なくなった場合等、比較を行うことが道切でない場合

には、換算欄にチェックの上、「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、賃金総額を算出して記入してください。


